
平成２２年９月１０日作成

事 業 者 市(開発調整課)

市街化調整区域における相談書の判定別事務処理フロー

相 談
市街化調整区域

窓口相談書の記入

補正事項修正

聞き取り判断

受 付

関係課意見照会
（自己居住用住宅の浄化槽の場合

ＯＲ
１，０００㎡以上の自己業務用の場合）

相談書回答

都市計画法
第４３条許可

工事着手届提出

工事完了届の提出

着手届受理

補正事項通知

補正事項修正 受 付

工 事

要件通知

各課要件処理

都市計画法第４３条
許可申請書提出

事前審査願提出

「大津市開発許可
事務処理フロー」

を参照

開発許可（第２９条）

事 業 者 市(開発調整課)

規則６０条証明

市(開発調整課) 市(開発調整課)

開発許可

60条証明

建築許可

建築許可（４３条）

事 業 者

都市計画法施行規則
第６０条証明

補正事項通知

補正事項修正 受 付

都市計画法施行規則
第６０条

承認申請書提出

建築確認申請書

事 業 者

完了届受理

自己居住用住宅
の浄化槽の場合

１，０００㎡以上の
自己業務用の場合

各課要件処理

相談書提出依頼相談書提出

補正事項通知

開発許可

60条証明

建築許可

判断しがたい場合

判断しがたい場合

判断しがたい場合

明らかに開発許可と判断できる場合

明らかに60条証明
と判断できる場合

１，０００㎡以上の
自己業務用の場合


